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説

は
じ
め
に

主ム
日間

か
つ
て
深
瀬
教
授
は
、
「
い
っ
た
い
、
今
世
紀
と
く
に
第
1
次
、
第
2
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
、
『
立
法
府
の
衰
退
』
な
い
し
『
病
理
』

あ
る
い
は
『
執
行
府
の
優
位
』
と
い
う
一
般
的
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
西
欧
諸
国
議
会
に
お
い
て
立
法
に
つ
い
て
す
ら
そ
の
主
導
力
は

執
行
府
に
移
り
、
議
会
(
議
員
)
は
高
度
の
専
門
技
術
を
要
す
る
超
大
複
雑
な
現
代
的
立
法
の
た
め
の
能
力
に
欠
け
る
と
い
わ
れ
て
、
既
に

久
し
い
。
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
問
題
は
、
こ
の
「
表
退
」
現
象
の
性
質
と
程
度
を
正
確
に
認
識
し
、
こ
の
「
病
理
L

現
象
を
的
確
に
診
断
し

適
切
な
治
療
策
を
講
じ
う
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
議
員
立
法
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
国
会
の
独
自
の
政
策
形
成
能
力
の
指
標
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
右
の
検
討
作
業
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
う
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
国
会
に
お
い
て
は
、
政
府
法
案
に
基
づ
く
立
法
が
優

越
し
た
地
位
を
占
め
て
お
り
、
議
員
提
出
法
案
が
提
出
件
数
全
体
に
占
め
る
割
合
は
小
さ
く
、
成
立
し
た
法
律
に
占
め
る
議
員
立
法
の
割
合

は
一
層
小
さ
い
、
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
の
立
ち
入
っ
た
研
究
は
、
ま
だ
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
研
究
の

ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
い
わ
ば
マ
ク
ロ
的
に
、
戦
後
の
議
員
立
法
を
包
括
的
に
扱
っ
て
、
ま
た
は
特
定
の
会
期
に
絞
っ
て
、
そ
の
特
徴
を

探
り
、
類
型
化
を
試
み
る
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
ミ
ク
ロ
的
に
特
定
の
議
員
立
法
の
制
定
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
議
員
立
法
の
特

質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
り
え
よ
う
。
本
稿
は
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人

教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
以
下
、
外
国
人
教
員
任
用
法
と
い
う
)
」
(
昭
和
五
七
年
法
律
第
八
九
号
)

の
立
法
過
程
を
探
る
も

の
で
あ
る
。

外
国
人
教
員
任
用
法
は
、
昭
和
五
七
年
八
月
二
一
日
に
閉
幕
し
た
第
九
六
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
衆
議
院
提
出
の
議
員
立
法
と
し
て
成

立
し
た
。
そ
の
内
容
の
要
点
は
、
「
大
学
等
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
学
術
の
国
際
交
流
の
推
進
に
資
す
る
(
第
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一
条
)

L

た
め
に
、
従
来
い
わ
ゆ
る
寸
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
」
に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
外
国
人
を
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
国
公
立
大
学
の
教
授
、
助
教
授
ま
た
は
講
師
の
職
に
つ
い
て
、
新
た
に
、
外
国
人
を
任
用
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
た
外
国
人
の
教
授
等
が
、
教
授
会
、
評
議
会
等
の
大
学
の
運
営
に
関
与
す
る
合
議
制
の
機
関
の
構
成
員
と
な
り
、

そ
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
旨
を
定
め
た
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
、
本
法
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
外
国
人
教
授
等
に
つ
い
て
は
、

各
大
学
の
大
学
管
理
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
期
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
本
法
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
学
長
、
学

部
長
等
の
国
公
立
大
学
の
管
理
運
営
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
「
当
然
の
法
理
」
に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
、
従
来
ど
お
り
、
外
国
人
を
任
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

外国人教員任用法の立案過程

従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
本
法
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、
定
住
外
国
人
の
就
職
差
別
の
撤
廃
、
研
究
者
の
人
権
擁
護
を
目
指
し
て
結
成
さ

れ
た
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
大
学
教
員
懇
談
会
」
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
、
同
懇
談
会
を
中
心
と
す
る
人
々
が
、
文
部
省
、
国
会
議
員
、

学
術
会
議
、
公
立
大
学
協
会
、
国
立
大
学
協
会
な
ど
の
各
層
を
動
か
し
た
結
果
、
成
立
を
み
た
も
の
と
い
わ
れ
お
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、

本
法
の
立
法
過
程
の
特
色
の
一
と
し
て
、
立
法
の
主
導
者
が
国
会
お
よ
び
政
府
の
外
に
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、

こ
の
見
方
に
立
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
国
会
外
で
の
運
動
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
、
ど
の
程
度
、
直
接
の
立
法
者
に
影
響
を

与
え
た
の
か
の
検
討
が
な
お
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
本
法
が
政
府
提
出
と
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、

と
く
に
「
公
務
員
関
す
る
当

然
の
法
理
」
に
関
し
て
、
文
部
省
、
自
治
省
、
内
閣
法
制
局
な
ど
の
政
府
省
庁
間
で
調
整
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
れ
。
こ

の
見
方
に
よ
れ
ば
、
本
法
は
、
官
僚
制
内
部
の
対
立
を
政
権
政
党
が
調
整
す
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
党
高
官
低
」
現
象
の
一
例
と
し
て
位

な
ぜ
「
調
整
者
し
と
し
て
機
能
し
た

置
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
見
方
に
立
っ
た
場
合
に
も
、
誰
が
、

か
の
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
外
国
人
教
員
任
用
法
の
立
法
過
程
に
関
わ
る
国
会
会
議
録
を
は
じ
め
と
す
る
公
刊
資
料
お
よ
び
国
会
関
係
者
等
の
聞
き
取
り
調

北法40(5-6・1.359)1501 



説

査
に
基
づ
い
て
、
主
と
し
て
本
法
の
最
終
案
が
自
民
党
衆
議
院
議
員
に
よ
っ
て
国
会
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
検
討
し
、
そ
の
立
法
過

程
の
特
色
を
再
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
本
法
の
前
史
と
本
問
題
が
国
会
の
場
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段

きA

""" 

階
を
分
け
、

さ
ら
に
後
者
を
四
期
に
分
け
て
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

本
稿
で
は
、
個
人
の
肩
書
、
所
属
等
は
、
原
則
と
し
て
当
時
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
な
お
、
参
看
の
便
を
考
慮
し
て
年
の
表
記
は
元

号
で
統
一
し
た
。

※ (
1
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
(
編
)
『
議
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
比
較
法
的
研
究
』
(
昭
五
五
)
三
一
三
|
一
四
頁
(
深
瀬
執
筆
て
ま
た
、
深
瀬

「
日
本
の
立
法
過
程
の
特
色
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
五
号
(
昭
五
九
)
一
六
頁
。

(2)
前
掲
注
(
1
)
一
一
二
四
頁
。

(
3
)
小
野
善
康
「
政
党
と
立
法
」
公
法
研
究
四
七
号
(
昭
六

O
)
六
三
頁
、
六
六
頁
、
な
お
、
参
照
、
田
口
迫
寸
議
員
提
出
法
律
案
の
立
案
過
程
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
五
号
(
昭
五
九
)
三
四
頁
。

(
4
)
比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
、
小
野
・
前
掲
注
(
3
)
、
小
島
和
夫
『
法
律
が
で
き
る
ま
で
』
(
昭
五
四
)
一
四
九
|
八
六
頁
、
同
「
議
員
立
法

の
概
観
L

北
大
法
学
論
集
三
三
巻
五
号
(
昭
五
八
)
一
一
二
頁
、
田
島
信
威
「
議
員
立
法
の
実
態
と
機
能
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
五
号
(
昭
五
九
)

一
四
三
頁
な
ど
。

(5)
第一

O
四
回
通
常
国
会
を
扱
っ
た
例
と
し
て
、
上
田
章
「
議
員
立
法
点
描
(
一

1
三
)
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
七
五
号
(
昭
六
三
)
五
三
頁
、
七

六
号
四
四
頁
、
七
七
号
四
七
頁
。

(
6
)
例
え
ば
、
松
本
仙
一
1

育
児
休
業
法
L

、
内
田
正
文
寸
新
東
京
国
際
空
港
安
全
確
保
緊
急
措
置
法
L

、
西
川
義
昌
寸
サ
ラ
金
二
法
」
、
大
島
稔
彦
「
比

例
代
表
制
法
」
、
い
ず
れ
も
ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
五
号
所
収
。

(
7
)
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
の
内
容
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
岡
崎
勝
彦
「
外
国
人
の
教
育
公
務
員
適
格
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
一
号
(
昭

五
八
)
三
九
頁
、
同
寸
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
考
察
」
名
大
法
政
論
集
七
五
号
(
昭
五
三
)
一
七
九
頁
、
大
沼
保
昭
「
『
外
国
人
の
人
権
』

北法40(5-6・ト360)1502



論
再
構
成
の
試
み
」
法
学
協
会
(
編
)
『
法
協
百
年
論
集
二
巻
』
(
昭
五
八
三
三
三
頁
、
門
田
孝
寸
外
国
人
の
公
務
就
任
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
(
一

1
二
)
」
六
甲
台
論
集
三
四
巻
二
号
(
昭
六
二
)
二
一

O
頁
、
四
号
(
昭
し
ハ
三
)
一
五
五
頁
、
芦
部
信
喜
「
外
国
人
の
人
権
」
法
学
教
室
一

O
二
号
(
平

元
)
三

O
頁
、
三
五
頁
。

(8)
石
村
健
寸
国
公
立
大
学
外
国
人
教
員
任
用
等
特
別
措
置
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
七
号
(
昭
五
七
)
七

O
頁。

(
9
)
徐
龍
達
「
国
公
立
大
学
外
国
人
教
授
へ
の
道
L

徐
(
編
著
)
『
韓
国
・
朝
鮮
人
の
現
状
と
将
来
』
(
昭
六
二
)
七
八
頁
、
喜
多
村
和
之
『
大
学
教

育
の
国
際
化
』
(
増
補
版
・
昭
六
一
一
)
六
六

i
六
七
頁
。

(
叩
)
小
島
・
前
掲
注
(
4
)
・
一
二
八
頁
、
小
野
・
前
掲
注
(
3
)
・
六
七
1

六
八
頁
。

(
日
)
国
会
提
出
後
の
審
議
過
程
に
お
け
る
論
点
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
渡
辺
賢
「
い
わ
ゆ
る
外
国
人
教
員
任
用
法
と
『
当
然
の
法
理
L
L

北
大

法
学
論
集
四

O
巻
五
・
六
号
(
平
二
)
I
・
三
八
九
頁
。

前
史

(
一
)
外
国
人
教
員
に
関
す
る
従
来
の
法
制

外国人教員任用法の立案過程

外
国
人
を
一
般
職
の
公
務
員
に
任
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
務
公
務
員
法
第
七
条
を
除
い
て
は
、
明
文
で
否
定
し
て
い
る
法
律
は
な

ぃ
。
し
か
し
、
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
八
|
一
八
第
九
条
が
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
採
用
試
験
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
定
め
て
お
り
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
自
治
体
が
募
集
要
綱
に
国
籍
要
件
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国

人
の
受
験
を
制
限
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
制
約
の
法
的
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
昭
和
二
八
年
の
内
閣
法
制
局
見
解
お
よ
び
同
旨
の
人
事
院
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

法
制
局
見
解
は
、
「
一
般
に
わ
が
国
籍
の
保
有
が
わ
が
国
の
公
務
員
の
就
任
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
要
件
で
あ
る
旨
の
法
の
明
文
の
規
定
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
と
し
て
、
公
権
力
の
行
使
又
は
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
た
ず
さ
わ
る
公

北法40(5-6・1.361)1503 



説

務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
以
外
の
公
務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本

国
籍
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
寸
(
官
吏
に
相
当
す
る
よ
う
な
公
務
員
た
る
〕
職
に
あ
る
者
が
、
公

北法40(5-6・I.362)1504 

論

権
力
行
使
の
担
当
者
と
し
て
公
権
力
行
使
の
責
任
あ
る
者
と
し
て
そ
の
国
の
法
令
に
全
面
的
に
服
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
関
係
上
、

本
国
の
法
令
に
も
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
外
国
人
を
そ
の
地
位
に
つ
か
し
め
る
こ
と
は
、
既
述
の
よ
う
な
自
国
の
主
権
の
維
持
と
他
国
の

対
人
高
権
の
尊
重
の
精
神
に
反
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
考
慮
に
由
来
す
る
一
の
国
際
的
傾
向
」
に
求
め
ら
れ
、
「
憲
法
前

文
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
わ
が
国
の
み
が
、
こ
の
国
際
的
な
傾
向
に
従
わ
な
い
と
い
う
特
段
の
理
由
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
一
般
に
外
国
人

に
対
し
て
公
務
員
た
る
資
格
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
当
然
憲
法
の
予
想
し
て
い
る
と
こ
ろ
L

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
の

行
政
実
務
も
同
様
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
法
二
条
七
項
は
「
政
府
又
は
そ
の
機
関
と
外
国
人
と
の
聞
に
、
個
人
的
基
礎
に
お
い
て
な
さ
れ
る
勤
務
の
契
約
」
と

い
う
制
度
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
外
国
人
勤
務
者
の
身
分
は
、
一
般
職
お
よ
び
特
別
職
以
外
の
国
家
公
務
員
で
あ
り
、
そ
の
員
数
は
、

行
政
機
関
職
員
定
員
法
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
の
規
定
の
枠
外
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
人
事
院
規
則
一
|
七
第
二

項
は
、
右
の
外
国
人
と
の
契
約
は
、
「
当
該
職
の
職
務
が
そ
の
資
格
要
件
に
適
合
す
る
者
を
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
得
る
こ
と
が

き
わ
め
て
困
難
若
し
く
は
不
可
能
な
性
質
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
又
は
当
該
職
に
充
て
ら
れ
る
者
に
必
要
な
資
格
要
件
が
そ
れ
に
適

合
す
る
も
の
を
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
得
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
若
し
く
は
不
可
能
な
特
殊
且
つ
異
例
の
性
質
の
も
の
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
」
締
結
で
き
る
と
し
て
お
り
、
契
約
に
よ
る
任
用
に
つ
い
て
も
制
限
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
を
公
務
員
に
任
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
右
の
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
」
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
の
正
規

の
任
用
か
、
個
人
的
基
礎
に
お
い
て
な
さ
れ
る
契
約
に
よ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
国
公
立
大
学
の
教
員
も
一
般
職
の

そ
の
職
務
の
特
殊
性
か
ら
他
の
一
般
職
の
公
務
員
の
採
用
が
競
争
試
験
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
の
と
異
な

公
務
員
に
属
す
る
が
、



り
、
大
学
管
理
機
関
が
選
考
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
教
員
へ
の
外
国
人
の
任
用
に
つ
い
て
は
右
に
み
た
人
事
院

規
則
八
一
八
の
受
験
資
格
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
「
当
然
の
法
理
」
に
よ
り
、
大
学
管
理
機
関
た
る
教

授
会
の
構
成
員
と
し
て
大
学
の
人
事
・
運
営
に
関
与
す
る
職
へ
の
任
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原

則
と
し
て
、
教
員
に
準
ず
る
助
手
に
つ
い
て
は
外
国
人
を
任
用
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
も
助
手
を
教
授
会
の
構
成
員
と
し
て
い
る
大
学
に
つ

い
て
は
外
国
人
助
手
に
は
教
授
会
参
加
権
を
認
め
な
い
も
の
と
さ
れ
、
他
方
、
助
教
授
で
あ
っ
て
も
、
教
授
会
の
構
成
員
と
な
ら
な
い
場
合

に
は
任
用
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
立
大
学
の
講
師
以
上
に
相
当
す
る
外
国
人
教
員
は
、
国
家
公
務
員
法
二

条
七
項
に
基
づ
く
個
人
的
基
礎
の
契
約
に
よ
る
原
則
一
年
間
の
期
限
付
雇
用
契
約
に
よ
り
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

前
述
の
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
の
採
用
が
困
難
な
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
制
約
が
あ
る
。

右
の
両
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
助
手
に
つ
い
て
は
、
韓

国
・
朝
鮮
人
お
よ
び
中
国
人
な
ど
の
定
住
外
国
人
が
九
割
近
く
を
占
め
、
そ
の
専
門
領
域
も
自
然
科
学
系
が
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
の
に

対
し
、
勤
務
契
約
に
よ
る
外
国
人
教
師
に
つ
い
て
は
、
欧
米
人
が
九
割
以
上
を
占
め
、
担
当
分
野
も
ほ
と
ん
ど
が
外
国
語
関
係
に
限
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

外国人教員任用法の立案過程

(
二
)
外
国
人
教
員
任
用
を
求
め
る
動
き
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外
国
人
を
正
規
の
教
員
と
し
て
任
用
で
き
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
九
年
の
臨
時
行
政
調
査
会
第
一
部
会
報
告
や
、

昭
和
四
六
年
六
月
一
一
日
の
中
央
教
育
審
議
会
の
「
今
後
に
お
け
る
学
校
教
育
の
総
合
的
な
拡
充
整
備
の
た
め
の
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
」

の
答
申
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
術
審
議
会
で
も
昭
和
四
三
年
の
発
足
当
時
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
昭
和
四
八
年
一

O
月
=
二
日
の
寸
学
術
振
興
に
関
す
る
当
面
の
基
本
的
な
施
策
に
つ
い
て
」
の
答
申
の
な
か
に
含
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
を
正
面
か



説

ら
扱
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
昭
和
四
九
年
五
月
二
七
日
の
中
央
教
育
審
議
会
の
「
教
育
・
学
術
・
文
化
に
お
け
る
国
際
交
流
に
つ
い
て
L

の
答
申
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
答
申
で
は
、
外
国
人
教
員
任
用
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
提
言
が
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
人

教
員
の
採
用
を
容
易
に
し
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
現
行
の
処
遇
、
任
用
等
に
関
し
、
具
体
的
な
改
善
策
を

至
急
検
討
す
る
こ
と
。
L

お
よ
び
「
国
立
大
学
へ
外
国
人
教
員
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
日
本
人
教
官
と
同
じ
処
遇
が
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
検

討
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
現
行
方
式
の
ほ
か
、
二
疋
の
任
期
を
定
め
特
別
に
高
額
の
給
与
を
支
給
す
る
方
式
も
併
用
す
る
こ
と
を

検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
員
の
募
集
は
、
海
外
の
大
学
等
で
も
積
極
的
に
行
う
な
ど
優
秀
な
教
員
の
採
用
を
一
層
容
易
に
す
る
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
」
で
あ
る
。

~.ð、
日間

こ
の
時
期
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
動
き
は
、
昭
和
四
七
年
に
結
成
さ
れ
た
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
大
学
教
員
懇
談
会
(
以
下
、

大
学
教
員
懇
と
い
う
)
」
と
、
こ
れ
に
共
鳴
す
る
日
本
人
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
し
た

J
疋
住
外
国
人
の
大
学
教
員
任
用
を
促
進
す
る

会
」
の
運
動
で
あ
る
。
大
学
教
員
懇
が
正
式
に
国
公
立
大
学
の
定
住
外
国
人
教
員
任
用
運
動
を
始
め
た
の
は
昭
和
四
九
年
八
月
の
こ
と
と
さ

れ
る
が
、
翌
五

O
年
一

O
月
に
は
当
時
の
永
井
文
部
大
臣
と
会
見
し
「
国
公
立
大
学
へ
の
ア
ジ
ア
人
教
員
採
用
等
に
関
す
る
要
請
書
」
を
提

出
し
た
の
を
は
じ
め
、
国
立
大
学
協
会
、
公
立
大
学
協
会
、
日
本
学
術
会
議
に
対
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
要
請
書
を
提
出
し
て
働
き

か
け
、
さ
ら
に
五
二
年
一
二
月
六
日
に
当
時
の
自
民
党
文
教
部
会
長
、
藤
波
孝
生
議
員
と
懇
談
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
大
学
教
員
懇
の
活
発

な
活
動
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
公
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
。

(
1
)
昭
和
二
八
年
三
月
二
五
日
法
制
局
一
発
第
二
九
号
、
法
制
局
第
一
部
長
(
高
辻
正
巳
)

(
2
)
昭
和
二
八
年
六
月
二
九
日
一
二
三
二
三
号
、
人
事
院
事
務
総
長
回
答
。

(
3
)
昭
和
四
八
年
五
月
二
八
日
自
治
二
公
一
第
八
号
、
自
治
省
公
務
員
第
一
課
長
回
答
。

回
答
。
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(
4
)
昭
和
四
一
年
一
月
二
一
一
日
管
法
六
二
、
人
事
院
事
務
局
管
理
局
法
制
課
長
回
答
。

(
5
)
昭
和
二
五
年
九
月
一
二
日
行
管
二
六
五
、
行
政
管
理
庁
管
理
部
第
一
課
長
回
答
。

(
6
)
参
照
、
文
部
省
大
学
局
高
等
教
育
計
画
課
「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
つ
い
て
」
大

学
資
料
八
四
号
(
昭
五
七
)
一
頁
。

(
7
)
参
照
、
岡
崎
勝
彦
寸
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
考
察
」
名
大
法
政
論
集
七
五
号
(
昭
五
三
)
一
七
九
頁
、
二

O
九
|
一

O
頁
、
同
「
『
国

公
立
大
学
外
国
人
教
員
任
用
特
別
措
置
法
(
案
)
』
の
動
向
と
問
題
点
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
六
号
(
昭
五
四
)
七
一
頁
、
七
二
頁
。

(8)
昭
和
二
九
年
一

O
月
二
九
日
法
制
局
一
発
第
五
一
号
、
法
制
局
第
一
部
長
回
答
。

(
9
)
岡
崎
勝
彦
「
外
国
人
の
教
育
公
務
員
適
格
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
一
号
(
昭
五
八
)
三
九
頁
、
四
一
頁
。

(
叩
)
答
申
本
文
・
第
二
、
一
、

3

大
学
の
国
際
化
。

(
日
)
答
申
付
属
書
・
第
一
、
一
、

3

大
学
の
国
際
化
。

(
ロ
)
詳
し
く
は
、
日
高
六
郎
・
徐
龍
達
(
編
)
『
大
学
の
国
際
化
と
外
国
人
教
員
』
(
昭
五
五
)
、
徐
寸
外
国
人
教
員
任
用
法
の
機
能
と
課
題
」
桃
山
学

院
大
学
経
済
経
営
論
集
二
六
巻
二
号
(
昭
五
九
)
四
三
頁
、
徐
「
定
住
外
国
人
の
国
公
立
大
学
教
員
任
用
の
現
状
と
課
題
」
部
落
解
放
研
究
一
七

号
(
昭
五
四
)
一
二
頁
。

外国人教員任用法の立案過程

法
案
形
成
過
程
と
国
会
審
議

(
一
)
第
一
期

第
八
四
回
通
常
国
会
(
昭
和
五
二
年
二
一
月
一
九
日

1
五
三
年
六
月
一
六
日
)

外
国
人
教
員
任
用
問
題
に
関
連
が
あ
る
国
会
質
疑
と
し
て
最
初
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
の
第
八

O
回
通
常
国
会

に
お
け
る
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
で
の
上
田
卓
三
議
員
(
社
会
党
)
の
質
問
で
あ
る
。
質
問
の
趣
旨
は
、
外
国
人
の
国
家
公
務
員

就
任
の
資
格
一
般
に
係
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
人
事
院
任
用
局
長
が
、
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
L

を
挙
げ
て
説
明
し
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説

て
い
る
。

論

外
国
人
教
員
任
用
問
題
が
、
国
会
で
初
め
て
直
接
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
八
四
回
国
会
に
お
け
る
五
三
年
一
月
二
五
日
の
衆
議
院

本
会
議
で
の
河
野
洋
平
議
員
(
新
自
由
ク
ラ
ブ
)
に
よ
る
質
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
質
問
内
容
は
き
わ
め
て
一
般
的
に
、
「
と
か
く

外
国
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
な
い
教
育
界
を
こ
の
際
思
い
切
っ
て
改
革
す
べ
き
L

で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
福
田
総
理

大
臣
が
、
「
今
後
十
分
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
L

と
答
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
以
降
の
法
案
形
成
過
程
と
の
関
連
で
、
実
質
的
に
晴
矢
と
み
る
べ
き
質
問
は
、
や
は
り
五
三
年
三
月
二

O
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会

で
の
秦
野
章
議
員
(
自
民
党
)
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
秦
野
議
員
は
、
寸
先
進
国
の
中
で
日
本
の
官
公
立
大
学
は
外
国
人
を
教
授
に
で
き
な
い
。

:
こ
れ
は
法
理
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
従
来
の
解
釈
だ
っ
た
し
と
し
て
、
そ
の
法
理
に
つ
い
て
の
説
明
を
内
閣
法
制
局
長
官
に

求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
真
田
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
「
当
然
の
法
理
し
を
説
明
し
た
後
で
、
寸
も
し
国
立
大
学
の
正
規
の
教
授
と
し
て
外
国

人
を
お
迎
え
し
た
場
合
に
は
、
現
在
の
法
制
で
い
き
ま
す
と
、
当
然
教
授
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
ら
れ
ま
す
。
:
:
:
教
授
会
は
い
ろ
い
ろ
大
学

の
人
事
だ
と
か
運
営
を
決
定
す
る
、
審
査
す
る
、

い
ろ
ん
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
の
こ
と
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
国

家
意
思
の
形
成
に
は
関
与
し
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方
と
を
ど
う
マ
ッ
チ
す
る
か
、
調
整
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
帰
す
る
L

と
問
題
を
整
理
し
、
寸
外
国
人
で
あ
る
教
授
の
方
は
国
家
意
思
の
形
成
に
関
与
す
る
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
遠
慮
し

T
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そ
し
て
教
育
な
り
研
究
な
り
そ
う
い
う
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な
道
が
聞
か
れ
れ
ば
両
方
の
要
請
が
満
た

そ
の
た
め
に
は
「
法
律
の
改
正
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
:
:
:
こ
れ
は
別
に
憲
法
違
反

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
し
、

と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
立
法
論
の
問
題
で
あ
ろ
う
」
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
砂
田
文
部
大
臣
も
、
「
大
学
が
国
際
的
に

も
聞
か
れ
た
大
学
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
:
:
:
法
制
局
長
官
か
ら
初
め
て
前
向
き
の
解
説

を
伺
っ
た
わ
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
:
:
:
大
学
教
授
の
外
国
か
ら
の
受
け
入
れ
と
い
う
こ
と
で
大
学
当
局
と
も
積
極
的
に
話
し
合
い
を
進
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め
ま
し
て
検
討
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
秦
野
議
員
の
質
問
を
契
機
に
、
初
め
て
こ
の
問
題
に
対
す
る
「
前
向
き
」
の
姿
勢
が
政
府
か
ら
示
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
以
降
も
、
一
貫
し
て
法
案
形
成
過
程
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
の
が
同
議
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
国
会
事
務
当
局
者
、
文

部
省
関
係
者
等
の
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
。
実
際
、
三
月
の
質
問
に
先
だ
っ
て
、
秦
野
議
員
は
、
一
月
二
七
日
に
、
参
議

院
法
制
局
に
対
し
て
、
外
国
人
教
員
任
用
の
た
め
の
法
案
作
成
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
初
め
て
の

法
案
作
成
の
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

外国人教員任用法の立案過程

い
わ
ゆ
る
七

O
年
安
保
闘
争
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
当
時
、
警

視
総
監
と
し
て
大
学
紛
争
に
直
接
関
わ
っ
た
経
験
か
ら
、
大
学
問
題
に
大
い
に
関
心
を
持
ち
、
紛
争
の
一
つ
の
原
因
と
し
て
大
学
の
沈
滞
を

看
取
し
、
大
学
改
革
の
必
要
を
感
得
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
昭
和
四
九
年
に
参
議
院
に
初
当
選
し
、
派
閥
に
属
さ
ぬ
ま
ま
、
主
と
し

て
外
交
畑
を
歩
ん
で
い
た
が
、
昭
和
五
三
年
一
月
二
五
日
に
新
総
合
政
策
研
究
会
の
定
例
会
で
行
わ
れ
た
西
義
之
・
東
大
教
授
の
講
演
を
聞

く
機
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
外
国
人
を
大
学
の
正
規
の
教
員
に
任
用
し
な
い
の
は
日
本
だ
け
だ
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
大
学
の
活
性
化
を
図
る

に
は
優
れ
た
外
国
人
を
招
く
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
気
づ
き
、
早
速
そ
の
法
制
化
の
方
途
を
探
り
は
じ
め
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
動
機

に
関
し
、
当
時
、
藤
波
孝
生
氏
が
座
長
で
あ
っ
た
自
民
党
の
政
策
集
団
、
新
生
ク
ラ
ブ
の
一
員
と
し
て
秦
野
議
員
が
法
案
づ
く
り
を
進
め
た

9ハU

と
い
う
趣
旨
の
新
間
報
道
等
が
あ
引
が
、
秦
野
議
員
自
身
は
、
自
ら
の
法
案
づ
く
り
と
新
生
ク
ラ
プ
と
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
団
体
と
の
、
川に

1υ法

秦
野
議
員
が
外
国
人
教
員
任
用
問
題
に
関
心
を
も
っ
た
き
っ
か
け
は
、

関
係
を
否
定
し
て
い
る
。

さ
て
、
参
議
院
法
制
局
は
、

一
月
二
七
日
に
法
案
作
成
依
頼
を
接
受
し
て
か
ら
、
関
係
方
面
と
接
触
し
な
が
ら
作
業
を
進
め
、
局
内
で
の

決
裁
手
続
を
経
て
四
月
一
一
一
一
日
に
法
案
を
秦
野
議
員
に
交
付
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
に
先
立
つ
四
月
六
日
に
、
秦
野
議
員
は
「
大
学
に
お

け
る
外
国
人
教
員
制
度
の
整
備
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
L

と
題
す
る
文
書
を
自
民
党
の
文
教
部
会
と
文
教
制
度
調
査
会
の
合
同
会
議
に
提
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出
予
定
と
報
道
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
文
書
は
、
趣
意
、
施
策
要
綱
、
法
律
案
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
趣
意
で
は
、
「
学
問

研
究
を
国
際
交
流
の
な
か
で
競
争
さ
せ
る
建
前
を
と
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
圏
内
に
お
け
る
学
問
研
究
の
世
界
に
一
層
競
争
を
促
す
こ
と
に

も
役
立
つ
だ
ろ
う
し
、
学
問
研
究
の
自
由
と
充
実
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
「
国
際
的
に
充
分
評
価
さ
れ
る
よ

う
な
有
名
教
授
の
交
流
を
は
か
る
よ
う
な
正
規
な
道
を
拓
く
:
:
:
〔
と
い
う
〕
当
然
の
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
か
日
本
の
国

籍
を
必
要
と
す
る
と
い
う
当
然
の
法
理
。
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
左
に
示
す
よ
う
な
要
綱
の
法
改
正
を
必
要
と
す

る
」
と
し
て
い
る
。
施
策
要
綱
お
よ
び
寸
教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
案
)
」

(
先
行
研
究
で
は
第
一
次
案
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
の
要
旨
は
、
外
国
人
を
教
育
委
員
会
の
教
育
長
以
外
の
教
育
公
務
員
に
広
く
任
用
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
国
公
立
大
学
ま
た
は
共
同
利
用
機
関
の
外
国
人
教
員
で
、
わ
が
国
の
生
活
様
式
等
に
慣
熟
し
な
い
こ
と
に
よ

り
経
済
的
・
精
神
的
な
負
担
を
負
う
者
に
対
し
て
給
与
上
の
特
別
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
案
が
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う

に
作
成
さ
れ
た
か
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
参
議
院
法
制
局
の
作
業
過
程
で
存
在
し
て
い
た
案
が
利
用
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ

論

る
四
月
二
二
日
に
参
議
院
法
制
局
に
よ
り
正
式
に
交
付
さ
れ
た
法
案
(
先
行
研
究
で
は
第
二
次
案
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
は
、
四
月
六
日
の
案

と
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
そ
の
題
名
は
「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
外
国
人
教
員
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
案
)
」

と
な
っ
て
お
り
、
大
学
に
限
っ
て
外
国
人
を
講
師
以
上
の
教
員
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
教
授
会
に
出
席
し
、
発
言

す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
、
お
よ
び
評
議
会
と
国
立
学
校
設
置
法
七
条
の
五
に
い
う
人
事
委
員
会
の
構
成
員
と
な
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
給
与
上
の
特
別
措
置
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
題
名
の
変
更
が
示
し
て
い
る
の
は
、
外
国
人
の
公

務
員
就
任
能
力
を
今
回
の
立
法
に
よ
り
「
創
設
」
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
寸
確
認
L

す
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
関

わ
る
こ
と
で
あ
る
。
六
日
案
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
考
え
方
は
、
寸
当
然
の
法
理
」
自
体
の
法
的
性
格
に
は
拘
泥
せ
ず
に
、
従
来
、
解
釈
に
委
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ね
ら
れ
て
い
た
具
体
の
職
へ
の
外
国
人
の
就
任
能
力
に
つ
い
て
、
教
育
公
務
員
に
対
し
て
は
、
法
律
の
明
文
に
よ
り
確
認
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
二
日
案
は
、
「
法
理
」
を
法
律
的
水
準
の
規
範
で
あ
る
と
し
て
、
立
法
に
よ
り
そ
の
「
特
例
L

を
創
設
す
る
と
い
う

考
え
方
を
と
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
案
の
相
違
は
、
主
と
し
て
そ
れ
が
秦
野
議
員
に
伝
わ
っ
た
ル

l
ト
(
議
院
法
制
局
職
員
が
議
員
に
個
人
的
に
協
力
す
る
こ
と
も
あ

や
時
期
の
相
違
に
由
来
す
る
と
推
察
さ
れ
る
。
六
日
案
は
、
前
述
の
よ
う
に
参
議
院
法
制
局
の
作
業
過
程
に
お
い
て
、
し
か
も

り
え
よ
う
)

外国人教員任用法の立案過程

お
そ
ら
く
は
三
月
二

O
日
の
内
閣
法
制
局
長
官
答
弁
の
前
に
存
在
し
て
い
た
案
の
一
つ
が
非
公
式
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た

め
に
依
頼
者
で
あ
る
秦
野
議
員
の
意
向
が
相
当
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
二
二
日
案
は
、
内
閣
法
制
局
長
官
答
弁
の
後
に
局
内

の
正
式
の
決
裁
手
続
を
経
て
交
付
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
政
府
部
内
、
と
く
に
内
閣
法
制
局
の
、
外
国
人
教
員
任
用
の
立
法
化
に
つ
い
て
は

「
公
権
力
の
行
使
、
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
関
与
し
な
い
範
囲
、
例
え
ば
、
教
授
会
の
議
決
権
を
持
た
せ
な
い
、
な
ど
の
特
別
措
置
」

が
必
要
で
あ
る
と
の
意
向
や
、
人
事
院
、
文
部
省
の
見
解
が
、
直
接
か
間
接
か
は
と
も
か
く
、
強
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
秦
野
議
員
ら
は
、
二
二
日
案
を
、
超
党
派
に
よ
る
議
員
立
法
と
し
て
、
会
期
延
長
を
見
越
し
て
八
四
回
国
会
に
提
出
す
る
方

針
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
却
が
、
結
局
提
出
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
法
案
の
内
容
が
、
無
理
押
し
す
る
に
値
す
る
ほ
ど
十
分
な
も

の
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
主
と
し
て
自
民
党
文
教
族
が
消
極
的
で
、
こ
の
法
案
へ
の
支
持
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。

1
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法

つ
ぎ
に
、
こ
の
時
期
の
文
部
省
の
動
き
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
前
述
の
中
教
審
答
申
な
ど
も
あ
り
、
ま
た
、
諸
外
国
か
ら
の
圧
力
な
ど

も
あ
っ
て
、
文
部
省
に
よ
る
検
討
も
五
三
年
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
は
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
動
き
が
表
面
化
し
た
の
は
、
五

三
年
一
月
の
こ
と
で
、
文
部
省
は
「
外
国
人
任
用
の
道
を
聞
く
た
め
の
検
討
を
今
春
か
ら
始
め
る
。
:
:
:
法
改
正
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
可
能

性
を
探
る
こ
と
に
し
て
い
お
。
」
と
の
報
道
が
な
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
、
外
国
の
優
秀
な
頭
脳
を
招
く
こ
と
、
お
よ
び
留
学
生
や
定
住
外
国

人
で
日
本
で
研
究
を
続
け
た
が
っ
て
い
る
者
へ
の
対
応
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
法
案
作
成
に



説

関
わ
る
具
体
的
動
き
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
述
の
三
月
二

O
日
の
秦
野
質
問
に
対
し
て
、
砂
田
文
相
が
検
討
す
る
旨
の
答
弁

を
し
、
ま
た
、
五
月
に
入
っ
て
か
ら
、
秦
野
議
員
や
吉
田
参
議
院
文
教
委
員
長
に
対
し
て
、
「
議
員
立
法
で
は
な
く
、
政
府
提
案
で
成
立
を
期

し
た
い
L

と
申
し
入
れ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
六
月
六
日
に
は
、
衆
議
院
決
算
委
員
会
で
の
林
孝
矩
議
員
(
公
明
党
)
の
質
問

に
対
し
て
、
砂
田
文
相
が
、
法
制
局
長
官
の
国
家
意
思
の
決
定
に
参
画
し
な
い
と
い
う
歯
止
め
を
す
れ
ば
法
律
的
に
可
能
と
い
う
答
弁
を
法

律
的
に
ど
の
よ
う
に
書
き
表
す
か
を
検
討
中
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

総
じ
て
、
第
一
期
は
、
秦
野
議
員
の
い
わ
ば
個
人
的
信
念
に
基
づ
く
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
で
具
体
的
な
法
案
作
成
作
業
が
始
ま
り
、
そ
れ
に

促
さ
れ
る
形
で
、
従
前
か
ら
検
討
は
行
っ
て
い
た
文
部
省
の
動
き
が
徐
々
に
具
体
化
す
る
気
配
が
見
え
始
め
た
時
期
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
両
者
の
動
機
は
、
前
者
は
、
国
際
化
を
通
じ
て
大
学
に
寸
活
」
を
い
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
国
際
化
に
よ
る

学
術
振
興
が
主
で
あ
っ
て
、
定
住
外
国
人
の
問
題
は
、
副
次
的
要
因
と
み
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
関
係
団
体
の
活
動
等
を
通

じ
て
、
問
題
の
所
在
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
道
を
均
す
効
果
は
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
外
国
人
任
用
問
題
は
、

吾A泊、
日聞

ゆ
る
「
票
に
な
ら
な
い
」
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
事
柄
に
議
員
が
積
極
的
に
な
る
か
ど
う
か
は
、

や
は
り
個
人
的
な
信
念
等
の
要
因
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
第
八
O
回
国
会
衆
議
員
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
四
号
(
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
)
二
八
|
二
九
頁
。

(
2
)
第
八
四
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
五
号
(
昭
和
五
三
年
一
月
二
五
日
)
一
一
一
頁
。

(
3
)
第
八
四
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
議
録
一
五
号
(
昭
和
五
三
年
三
月
二

O
日
)
一
一
一
二

l
二
五
頁
。

(
4
)
こ
の
問
題
に
早
い
時
期
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
内
田
穣
吉
・
奈
良
県
立
短
期
大
学
長
も
本
法
成
立
直
後
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
昭
和
五

七
年
八
月
二
六
日
付
『
毎
日
』
。

(
5
)
平
成
元
年
一

O
月
五
日
に
行
っ
た
秦
野
章
氏
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。
ま
た
、
第
九
六
回
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
議
録
一
五
号
(
昭
和
五
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七
年
八
月
一

O
日
)
一
四
|
一
五
頁
に
も
同
旨
の
発
言
が
あ
る
。

(
6
)
佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
『
自
民
党
政
権
L

(

昭
六
二
二
六
七
頁
は
秦
野
議
員
を
外
交
族
の
一
人
に
数
え
て
い
る
。

(
7
)
こ
の
と
き
の
講
演
は
、
西
教
授
の
ド
イ
ツ
留
学
の
経
験
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
ド
イ
ツ
の
大
学
事
情
と
比
較
し
つ
つ
わ
が
国
の
大
学
問
題
を
考

え
る
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
と
く
に
外
国
人
教
員
問
題
を
取
り
上
げ
た
論
稿
が
こ
の
後
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
西
義
之
寸
国
立
大
学
の

閉
鎖
性
を
打
破
L

ス
テ

1
ツ
マ
ン
五
三
年
五
月
号
一
八
頁
。

(
8
)
昭
和
五
三
年
五
月
一
五
日
付
『
読
売
』
、
日
高
六
郎
・
徐
龍
達
(
編
)
『
大
学
の
国
際
化
と
外
国
人
教
員
』
(
昭
五
五
)
三
八
頁
。

(
9
)
参
照
、
昭
和
五
三
年
四
月
六
日
付
『
読
売
』
。

(
叩
)
内
容
的
に
は
、
秦
野
章
「
国
公
立
大
学
に
画
期
的
抜
本
改
革
案
」
ス
テ
l
ツ
マ
ン
五
三
年
五
月
号
二
一
頁
の
、
「
一
、
国
公
立
大
学
に
外
国
人
教

授
登
用
の
道
を
」
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

(
日
)
全
文
に
つ
い
て
は
、
日
高
・
徐
・
前
掲
注
(
8
)
・
三
二
ニ
|
一
五
参
照
。

(
ロ
)
寸
創
設
L

と
「
確
認
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
高
橋
拘
「
外
国
人
の
公
務
員
就
任
能
力
に
係
る
『
法
理
』
の
考
え
方
に
つ
い
て
L

衆
議
院

法
制
局
報
二
号
(
昭
六
二
)
一
六
六
頁
。

(
日
)
参
照
、
昭
和
五
三
年
五
月
一
五
日
付
『
読
売
』
。

(
H
)
前
掲
注
(
日
)
。

(
日
)
秦
野
氏
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

(
国
)
い
わ
ゆ
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
パ
カ
ロ
レ
ア
問
題
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
文
部
省
幹
部
が
日
本
の
大
学
の
閉
鎖
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
参
照
、
高
橋
・
前
掲
注
(
ロ
)
・
一
七
一
頁
。

(
口
)
昭
和
五
三
年
一
月
三
日
付
『
毎
日
』
。

(
時
)
昭
和
五
三
年
五
月
一
日
付
司
読
売
』
。

(
四
)
第
八
四
回
国
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
議
録
一
四
号
(
昭
和
五
三
年
六
月
六
日
)
三
七

l
三
八
頁
。
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(
二
)
第
二
期
第
八
七
回
通
常
国
会
(
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
二
日

1
五
四
年
六
月
一
四
日
)
前
後

文
部
省
の
検
討
作
業
は
、
第
一
期
か
ら
継
続
し
て
お
り
、
秋
に
入
っ
て
一
定
の
成
果
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
国

会
閉
会
中
審
査
で
あ
る
八
月
一
五
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
藤
井
人
事
院
総
裁
が
、
人
材
の
世
界
的
交
流
は
ぜ
ひ
や
っ
て
い
く
べ

き
で
あ
り
、
文
部
省
と
も
相
談
し
て
前
向
き
に
検
討
し
た
い
と
し
つ
つ
も
、
外
国
人
教
員
が
評
議
会
の
構
成
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
行
政

権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
何
ら
か
の
歯
止
め
が
必
要
に
な
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し
た
。

号A
民間

文
部
省
は
、
九
月
一

O
日
ま
で
に
「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
案
)
」
を
ま
と
め
、

第
八
五
回
臨
時
国
会
(
九
月
一
八
日

1
一
O
月
二
一
日
)
に
提
出
を
予
定
し
た
が
、
会
期
等
の
関
係
か
ら
見
送
り
、
つ
ぎ
の
通
常
国
会
に
提

出
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、
参
議
院
法
制
局
の
四
月
二
二
日
案
と
同
様
で
あ
る
が
、
給
与
上
の
特
別
措
置
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
五
四
年
一
月
に
は
、
文
部
省
が
特
別
措
置
法
案
を
今
国
会
に
提
出
す
る
方
針
を
決
め
た
と
報
じ
ら
れ
た
が
、
法
案
の
内
容
は
な
お

流
動
し
て
お
り
、
外
国
人
教
員
の
教
授
会
出
席
を
認
め
、
権
限
も
人
事
に
関
す
る
議
決
に
加
わ
れ
な
い
と
す
る
ほ
か
は
、
大
学
の
自
治
の
尊

重
の
観
点
か
ら
も
で
き
る
だ
け
制
約
を
設
け
た
く
な
い
と
す
る
文
部
省
と
、
「
当
然
の
法
理
」
を
盾
に
、
人
事
の
他
に
も
予
算
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
編
成
、
庁
舎
管
理
な
ど
権
限
の
範
囲
を
細
か
く
検
討
し
限
定
し
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
内
閣
法
制
局
の
間
で
厳
し
い
応
酬
が
続
い
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
月
ま
で
に
は
文
部
省
の
法
案
骨
子
が
再
度
ま
と
ま
り
、
三
月
二
一
日
ま
で
に
文
部
省
原
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ

の
特
徴
は
、
外
国
人
教
員
は
部
局
長
そ
の
他
文
部
省
令
で
定
め
る
職
に
任
命
さ
れ
、
又
は
評
議
会
、
人
事
委
員
会
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
職
就
任
権
を
明
確
に
制
限
し
た
こ
と
と
、
議
決
権
の
制
限
に
つ
い
て
は
人
事
案
件
に
限
定
し
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
文
部
省
原
案
は
一
応
用
意
さ
れ
た
も
の
の
、
翌
月
の
二
四
日
に
、
佐
野
大
学
局
長
が
、
自
民
党
文
教
部
会
と
文
教
制
度
調
査
会

の
合
同
会
議
で
、
五
月
の
連
休
を
は
さ
ん
で
今
国
会
に
残
さ
れ
た
日
数
が
少
な
く
、
ま
た
、
政
府
部
内
で
の
詰
め
も
終
え
て
い
な
い
と
い
う

北法40(5-6・I・372)1514 



こ
と
で
、
今
国
会
は
提
出
を
見
送
り
た
い
と
述
べ
、
了
承
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
質
的
理
由
と
し
て
は
、
法
案

自
身
の
メ
リ
ッ
ト
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
翌
二
五
日
の
衆
議
院
文
教
委
員
会
に
お
い
て
、
佐
野
局
長
が
、
「
公
務
員

法
の
法
理
」
に
照
ら
し
て
外
国
人
教
員
の
権
限
を
ど
う
制
限
す
る
か
が
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
「
こ
の
権
利
の
制
限
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
激

し
く
考
え
ま
す
と
、
現
在
で
も
す
で
に
御
案
内
の
よ
う
な
外
国
人
教
師
の
制
度
と
い
う
も
の
が
別
途
ご
ざ
い
ま
し
て
、
:
:
:
そ
れ
と
ど
こ
が

違
う
の
か
と
い
う
議
論
に
な
り
ま
す
」
と
政
府
提
案
を
見
送
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
外
国
人
教
師
の
制
度
と
は
、
先
に
触

れ
た
個
人
的
基
礎
に
お
い
て
な
さ
れ
る
契
約
に
基
づ
い
て
期
限
付
で
任
用
す
る
制
度
を
指
す
。
こ
の
制
度
は
、
外
国
人
教
員
を
極
め
て
不
安

定
な
地
位
に
置
く
も
の
と
し
て
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
他
方
、
給
与
の
面
で
は
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
採
用
員

数
は
定
員
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
定
員
抑
制
を
迫
ら
れ
て
い
る
時
代
に
は
大
き
な
利
点
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
客

員
教
授
と
称
す
る
こ
と
や
、
教
授
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
内
閣
法
制
局

見
解
の
許
容
す
る
範
囲
内
で
作
成
さ
れ
た
先
の
文
部
省
原
案
で
は
、
給
与
面
で
の
特
別
措
置
は
削
ら
れ
、
ま
た
員
数
は
定
員
法
の
枠
内
に
入

る
一
方
で
、
管
理
職
就
任
は
制
限
さ
れ
、
教
授
会
で
の
権
限
も
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
内
容
的
に
は
い
わ
ば
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な

し
」
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

外国人教員任用法の立案過程

さ
ら
に
、
こ
の
法
案
に
対
し
て
外
部
か
ら
の
支
援
が
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

る
。
こ
の
時
点
ま
で
に
、
国
立
大
学
協
会
の
中
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
幹
部
に
ょ
せ
ら
れ
た
声
は
わ
ず
か
二
つ
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
、

現
在
の
教
授
の
定
員
の
枠
外
で
外
国
人
を
採
用
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
合
わ
せ
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
同
協
会
に
対
し
て
は
、
翌
五
五

年
一
月
五
日
付
で
、
大
学
教
員
懇
か
ら
、
具
体
的
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
質
問
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
へ
の
回
答
は
、
共
通
一
次

入
試
、
定
員
削
減
な
ど
緊
急
な
大
問
題
へ
の
対
処
に
迫
ら
れ
、
「
今
ま
で
問
題
を
充
分
詰
め
る
た
め
の
余
裕
が
な
く
、
ま
た
、
協
会
内
か
ら
、

一
つ
は
国
立
大
学
自
身
の
消
極
的
姿
勢
で
あ

問
題
を
早
く
詰
め
る
こ
と
の
要
望
が
出
て
い
な
い
た
め
に
常
置
委
員
会
の
検
討
が
お
く
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

北法40(5-6・1-373)1515 
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た
。
し
か
し
、
従
来
こ
の
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
定
住
外
国
人
研
究
者
を
中
心
と
す
る
人
々
自
身
も
、
文
部
省
の
動

機
が
国
際
化
を
通
じ
て
の
学
術
交
流
で
あ
る
こ
と
に
危
慎
を
抱
き
、
ア
ジ
ア
人
教
員
の
任
用
を
推
進
す
る
た
め
に
は
人
事
権
は
譲
れ
な
い
と

し
て
、
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
法
案
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
と
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

論

ま
た
、
政
府
提
案
の
場
合
に
不
可
欠
な
自
民
党
の
支
援
も
危
う
く
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
本
法
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
の
審
議
の
場

と
な
る
文
教
委
員
会
で
は
、
今
国
会
は
、
文
部
省
が
一

O
年
以
上
温
め
て
き
た
放
送
大
学
学
園
法
案
が
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

政
府
、
自
民
党
は
こ
れ
を
最
優
先
さ
せ
る
と
い
う
一
致
し
た
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
野
党
は
「
放
送
大
学
は
新
構
想
だ

け
に
十
分
時
間
を
か
け
て
慎
重
審
議
す
る
L

こ
と
を
求
め
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
対
決
法
案
L

と
し
て
懸
案
に
な
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
解
散
法
案
の
扱
い
が
絡
ん
で
、
か
り
に
外
国
人
任
用
特
別
措
置
法
案
を
提
出
し
て
も
審
議
に
入
れ
る
か

ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
の
見
方
が
強
ま
り
、
さ
ら
に
、
本
法
案
が
人
事
議
決
権
等
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
が
学
問
の
自
由
を
侵
す
も
の
で
あ

る
と
の
指
摘
も
出
始
め
て
い
て
、
こ
れ
が
国
会
紛
糾
の
原
因
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
配
慮
が
働
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
時
期
主
導
的
役
割
を
担
っ
た
文
部
省
の
動
き
は
、
「
今
後
さ
ら
に
内
容
を
検
討
す
る
L

と
い
う
こ
と
で
一
応
停
止
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
一
方
、
秦
野
議
員
の
動
き
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
、
秦
野
議
員
は
、
文
部
省
の
動
き
と
は
別
に
、
三
度
に
わ
た
っ
て
参
議
院
法
制
局
に
法
案
作
成
を
依
頼
し
て
い
る
。

一
回
目
は
五
四
年
一
月
一
九
日
に
依
頼
が
接
受
さ
れ
て
お
り
、
二
月
六
日
に
法
案
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。
「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け

る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
案
)
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
案
は
、
全
部
で
五
条
か
ら
な
り
、
外
国
人
教
員
の
教
授
会
出
席

お
よ
び
発
言
は
認
め
る
が
、
議
決
権
は
認
め
な
い
と
し
、
評
議
会
お
よ
び
人
事
委
員
会
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
給
与
上
の
特
別
措
置
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

二
回
目
は
三
月
二
二
日
に
依
頼
が
接
受
さ
れ
、

五
月
二
一
日
に
法
案
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
は
、
二
月
六
日
案
や
文
部
省
案
と
比
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べ
て
大
幅
に
制
限
を
緩
和
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
教
員
に
対
し
て
、
教
授

会
、
評
議
会
、
人
事
委
員
会
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
だ
り
で
は
な
く
、
一
切
の
議
決
に
参
加
す
る
こ
と
も
認
め
、
さ
ら
に
、
「
大
学

の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
職
に
充
て
る
」
こ
と
も
で
き
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
別
手
当
の
規
定
は
な
い
が
、
個
人

的
基
礎
の
契
約
に
よ
る
教
員
の
採
用
制
度
も
従
来
ど
お
り
存
置
さ
れ
て
い
る
。

三
回
目
は
会
期
終
了
直
前
の
六
月
二
日
に
依
頼
が
接
受
さ
れ
、
五
日
に
交
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
五
月
二
一
日
案
か
ら
管
理
職
就

任
権
に
関
す
る
規
定
だ
け
を
削
除
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
第
二
期
に
お
け
る
秦
野
議
員
の
動
き
を
検
討
し
て
み
る
と
、
三
月
一
三
日
の
新
間
報
道
に
よ
れ
ば
、
右
の
二
月
六
日
案
を
自
民
党

お
よ
び
野
党
に
配
付
し
、
超
党
派
に
よ
る
取
り
組
み
を
呼
び
掛
け
て
い
た
が
、
こ
の
案
で
も
議
決
権
の
制
約
や
管
理
職
就
任
の
制
限
規
定
を

外国人教員任用法の立案過程

含
ん
で
い
た
た
め
、
与
野
党
の
合
意
を
得
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
議
員
立
法
の
自
由
さ
を
生
か
し
、
思
い
切
っ
て
制
限
を
撤
廃

し
た
案
を
作
成
す
る
よ
う
あ
ら
た
め
て
参
議
院
法
制
局
に
依
頼
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
政
府
提
案
の
道
も
な
お
追
求
し
て
お
り
、

前
述
の
よ
う
な
事
情
で
消
極
的
姿
勢
に
傾
き
つ
つ
あ
っ
た
政
府
、
自
民
党
に
は
つ
ば
を
か
け
る
た
め
に
大
平
首
相
周
辺
に
「
直
訴
」
す
る
こ

と
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
首
相
は
、
文
部
省
お
よ
び
党
に
対
し
て
、
特
別
措
置
法
案
の
今
国
会
提
出
を
目
指
し
て
前
向
き
に
取
り
組

む
よ
う
指
示
し
た
が
、

つ
い
に
四
月
二
四
日
に
文
部
省
は
国
会
提
出
を
断
念
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
会
期
終
了
直
前
に
、
管
理
職
就
任

権
を
制
限
し
た
案
を
作
成
し
て
最
後
の
努
力
を
試
み
る
が
、
結
局
提
出
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

総
じ
て
、
第
二
期
は
、
文
部
省
が
政
府
提
案
の
「
王
道
」
を
歩
も
う
と
し
た
が
、
結
局
内
閣
法
制
局
見
解
の
壁
を
破
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ま
た
、
政
治
的
、
社
会
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
得
ら
れ
な
い
な
か
で
挫
折
し
、
一
方
、
秦
野
議
員
も
、
独
自
の
法
案
作
成
を
通
じ
て
政
府
の
取

り
組
み
に
弾
み
を
つ
け
る
と
同
時
に
万
一
に
備
え
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
た
十
分
な
支
援
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
会
期
が
終
了
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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説

(1)
第
八
四
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
二
六
号
(
昭
和
五
三
年
八
月
一
五
日
)
二
六
頁
。

(
2
)
昭
和
五
三
年
九
月
一
一
日
付
『
毎
日
』
。
な
お
、
第
八
六
回
臨
時
国
会
が
一
二
月
六
日
か
ら
七
日
間
開
か
れ
た
。
こ
の
法
案
の
全
文
を
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(3)
昭
和
五
四
年
一
月
二
四
日
付
『
朝
日
』
。

(
4
)
昭
和
五
四
年
二
月
一
二
日
付
『
毎
日
』
。

(
5
)
全
文
に
つ
い
て
は
、
徐
教
授
の
先
行
研
究
等
で
第
四
次
案
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

(
6
)
昭
和
五
四
年
四
月
二
三
日
付
『
毎
日
』
、
昭
和
五
四
年
四
月
二
五
日
付
『
朝
日
』
。

(
7
)
第
八
七
回
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
七
号
(
昭
和
五
四
年
四
月
二
五
日
)
四
一
頁
。

(
8
)
昭
和
五
四
年
四
月
二
七
日
付
『
朝
日
』
。

(
9
)
日
高
六
郎
・
徐
龍
達
(
編
)
『
大
学
の
国
際
化
と
外
国
人
教
員
』
(
昭
五
五
)
三
二
七
|
二
八
頁
、
な
お
参
照
、
徐
「
定
住
外
国
人
の
国
公
立
大

学
教
員
任
用
の
現
状
と
課
題
」
部
落
解
放
研
究
一
七
号
(
昭
五
四
)
一
一
一
頁
、
四
九
頁
。

(
日
)
昭
和
五
四
年
四
月
二
七
日
付
『
朝
日
』
。

(
日
)
昭
和
五
四
年
三
月
二
二
日
付
『
朝
日
』
、
三
月
一
一
一
日
付
『
朝
日
』
社
説
。

(
ロ
)
昭
和
五
四
年
四
月
二
三
日
付
『
毎
日
』
。

(
日
)
こ
の
案
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
第
三
次
案
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

(
H
)
参
議
院
法
制
局
が
作
成
し
た
法
案
で
国
会
提
出
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
は
外
部
に
提
供
し
な
い
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
、
作
成
依
頼
者

で
あ
る
秦
野
氏
の
承
諾
を
得
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
参
考
の
た
め
に
こ
の
法
案
の
全
文
を
掲
載
す
る
。

「
国
立
文
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
案
)
」

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
進
展
を
図
る
た
め
に
は
国
籍
の
知
何
に
か
か
わ
ら
ず
す
ぐ
れ
た
人
材
を
教
授
等
に

任
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
教
授
等
に
外
国
人
を
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

等
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
い
て
、
教
育
又
は
研
究
の
進
展
の
た
め
そ
の
任
用
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
外
国
人
(
日

本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
以
下
向
じ
。
)
を
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
(
以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
)
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き

論
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る
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前
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
教
員
は
、
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
関
の
構
成
員
と
な
り
、
議

決
に
加
わ
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

一
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
会

二
評
議
会
(
国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
第
二
章
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
組
識
が
定
め
ら
れ
た
大
学
に

あ
っ
て
は
同
法
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
評
議
会
を
、
そ
の
他
の
大
学
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る
機
関
を
い
う
。
)

三
国
立
大
学
設
置
法
第
七
条
の
五
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会

3

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
い
て
は
、
教
育
又
は
研
究
の
進
展
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
任
用
さ
れ
た
教
員
を
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
職
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
第
一
項
の
規
定
は
、
国
立
大
学
に
お
い
て
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
の

契
約
に
よ
り
教
育
又
は
研
究
に
従
事
す
る
外
国
人
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
条
国
立
学
校
設
置
法
第
三
条
の
三
に
規
定
す
る
機
関
に
お
い
て
、
研
究
又
は
教
育
の
進
展
の
た
め
そ
の
任
用
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
外
国
人
を
国
立
大
学
の
教
員
に
相
当
す
る
職
員
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
機
関
に
お
い
て
は
、
研
究
又
は
教
育
の
進
展
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た

者
に
当
該
機
関
の
管
理
運
営
に
関
す
る
職
務
を
併
せ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

付
則
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
日
)
昭
和
五
四
年
三
月
一
三
日
付
『
朝
日
』
。

(
時
)
昭
和
五
四
年
四
月
六
日
付
『
朝
日
』
。

2 
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説

昭
和
五
四
年
後
半

1
五
六
年

(
三
)
第
三
期

呈A
a冊

い
わ
ば
雌
伏
期
な
い
し
停
滞
期
に
あ
た
り
、
国
会
周
辺
で
は
目
立
っ
た
動
き
は
な
い
。
文
部
省
で
の
検
討
は
一
応
続
け
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
壁
は
厚
く
、
ま
た
、
秦
野
議
員
も
こ
の
時
期
は
外
交
問
題
に
活
動
の
中
心
が
置
か
れ
た
よ
う
で
、

こ
の
時
期
は
、

と
く
に
五
五
年
七
月
か
ら
五
六
年
一
一
月
ま
で
は
参
議
院
外
務
委
員
長
を
、

五
六
年
一

O
月
か
ら
五
七
年
一
一
月
ま
で
は
自
民
党
外
交
部
会

長
を
勤
め
て
い
る
。

外
国
人
教
員
任
用
問
題
に
関
す
る
国
会
で
の
質
疑
と
し
て
は
、

五
五
年
一
月
コ
二
日
の
第
九
一
回
国
会
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、

り
秦
野
議
員
が
、

五
三
年
三
月
以
来
「
文
部
大
臣
も
前
向
き
に
や
ろ
う
と
言
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
何
年
た
っ
て
も
や
ら
ぬ
。
こ
れ
は
ひ
と

つ
総
理
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
こ
う
い
う
こ
と
は
や
っ
て
ほ
し
い
L

と
発
言
し
た
の
に
対
し
、
大
平
首
相
が
、
寸
そ
う
い
う
方
向
に
努
力
を
し

て
み
た
い
」
と
答
え
て
お
り
、
ま
た
、
五
六
年
二
月
一
九
日
の
第
九
四
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
横
路
孝
弘
議
員
(
社
会
党
)
が
、
政

田
中
文
部
大
臣
が
、
「
担
当
の
方
で
折
衝
を
続
け
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ

府
の
検
討
作
業
の
状
況
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
対
し
、

の
ほ
か
、
主
と
し
て
初
等
中
等
教
育
レ
ベ
ル
の
教
員
任
用
と
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
質
問
が
な
さ
れ
、
文

部
省
初
等
中
等
教
育
局
地
方
課
長
か
ら
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
寸
当
然
の
法
理
L

に
よ
る
制
約
が
あ
る
の
で
、
外
国
人
は
公
立
学
校
教

員
に
任
用
で
き
な
い
と
一
般
的
に
は
解
釈
さ
れ
、
運
用
さ
れ
て
き
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
教
員
は
校
長
の
行
う
校
務
の
運
営
に
参
画
し
、

児
童
生
徒
の
教
育
を
司
る
こ
と
か
ら
、
公
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
を
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
児
童
生
徒
に
対
す
る
懲
戒
権
の
行
使
と

い
う
公
権
力
の
行
使
に
も
携
わ
る
こ
と
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。

国
会
の
外
に
目
を
向
け
る
と
、
公
立
大
学
協
会
が
、

五
四
年
五
月
二
三
日
に
、
現
行
制
度
の
も
と
で
も
、
管
理
職
就
任
は
別
論
と
し
て
も
、

外
国
人
を
正
式
の
教
授
会
構
成
員
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
公
表
し
、
五
五
年
一

O
月
二
四
日
に
は
、
日
本
学
術
会
議
が
、

や
は
り
、
大
学
の
本
質
お
よ
び
大
学
自
治
の
原
則
か
ら
、
外
国
人
教
員
の
任
用
は
現
行
法
の
も
と
で
も
可
能
と
解
さ
れ
る
と
し
、
管
理
職
就

や
は
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任
お
よ
び
教
員
の
不
利
益
事
項
の
審
議
等
に
つ
い
て
制
限
す
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
法
令
を
も
っ
て
規
制
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解

を
公
表
し
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
国
会
質
問
の
な
か
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
影
響
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
1
)
第
九
戸
回
国
会
参
議
院
会
議
録
四
号
(
昭
和
五
五
年
一
月
二
一

O
日
)
一
六
七
頁
。

(
2
)
第
九
四
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
一
一
一
号
(
昭
和
五
六
年
二
月
一
九
日
)
八
頁
。

(3)
草
川
昭
三
議
員
(
公
明
党
)
第
九
四
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
三
号
(
昭
和
五
六
年
三
月
二
日
)
一

O
頁
、
高
沢
寅
男
議

員
(
社
会
党
)
第
九
四
回
国
会
衆
議
院
法
務
・
外
務
・
社
労
委
員
会
連
合
審
査
会
議
録
一
号
(
昭
和
五
六
年
五
月
二
七
日
)
六
|
七
頁
、
草
川
議

員
、
同
二

O
頁
、
土
井
た
か
子
議
員
(
社
会
党
)
第
九
四
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
一
八
号
(
昭
和
五
六
年
六
月
二
日
)
六
七
頁
。

(
4
)
日
高
六
郎
・
徐
龍
達
(
編
)
『
大
学
の
国
際
化
と
外
国
人
教
員
』
(
昭
五
五
)
三

O
八
I

一
一
頁
。

(
5
)
参
照
、
徐
龍
達
「
外
国
人
教
員
任
用
法
の
機
能
と
課
題
」
桃
山
学
院
大
学
経
済
経
営
論
集
二
六
巻
二
号
(
昭
五
九
)
四
三
頁
、
九
一
|
九
五

頁。

(
6
)
学
術
会
議
見
解
の
存
在
に
つ
い
て
草
川
議
員
が
触
れ
て
い
る
。
第
九
四
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
議
録
三
号
(
昭
和
五
六
年
三

月
二
日
)
一

O
頁。

外国人教員任用法の立案過程

(
四
)
第
四
期

こ
の
時
期
に
最
初
の
動
き
を
見
せ
た
の
は
秦
野
議
員
で
あ
る
。
同
議
員
は
、
外
国
人
教
員
任
用
問
題
を
打
開
す
る
に
は
衆
議
院
を
動
か
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
自
分
に
近
い
亀
井
静
香
衆
議
院
議
員
に
協
力
方
を
依
頼
し
、
五
六
年
二
一
月
一
五
日
に
亀
井
議
員
、
狩
野

明
男
議
員
を
は
じ
め
と
す
る
数
人
の
衆
議
院
議
員
と
の
私
的
な
懇
談
会
を
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
、
と
く
に
歳
明
け
頃
か
ら
衆
議

第
九
六
回
通
常
国
会
(
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
一
一
日

1
五
七
年
八
月
二
一
日
)

院
サ
イ
ド
で
の
動
き
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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説

一
方
、
文
部
省
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
も
脱
み
つ
つ
、
今
国
会
へ
の
特
別
措
置
法
案
の
提
出
方
針
を
固
め
た
。
し
か
し
、
内
閣
法
制
局

等
の
抵
抗
が
依
然
強
い
た
め
、
政
府
提
案
と
す
る
の
を
あ
き
ら
め
、
議
員
立
法
の
形
で
成
立
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
時
の
文
部
省
案
は
や
は
り
人
事
議
決
権
を
制
限
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

一
月
一
一
二
日
に
、
秦
野
議
員
は
、
通
算
五
回
目
の
法
案
作
成
依
頼
を
参
議
院
法
制
局
に
行
っ
た
。
法
案
は
二
月
二
日
に
交
付
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
、
概
ね
五
四
年
六
月
五
日
案
と
同
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
教
授
会
の
ほ
か
に
外
国
人
教
員
が
構
成
員
と
な
り
議
決
権
を
行

使
で
き
る
機
関
が
、
「
大
学
の
運
営
に
関
与
す
る
合
議
制
の
機
関
で
あ
っ
て
文
部
省
令
で
定
め
る
も
の
」
と
整
理
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
議
決

権
の
制
限
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

北法40(5-6・1'380)1522 

三，d、
民間

自
民
党
内
で
は
、
文
部
省
大
学
局
の
意
向
を
受
け
て
文
教
部
会
に
外
国
人
教
員
任
用
問
題
懇
談
会
が
設
け
ら
れ
、
狩
野
明
男
議
員
が
座
長

と
な
っ
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
特
別
措
置
法
案
を
議
員
立
法
と
し
て
国
会
に
提
出
す
る
方
針
を
固
め
た
が
、
そ
の
際
、
検
討
の
ベ
ー

ス
に
な
っ
た
の
は
、
二
月
二
日
の
参
議
院
法
制
局
案
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
新
し
い
問
題
が
生
じ
た
。
党
内
で
、
外

国
人
教
員
に
対
し
て
任
期
制
を
導
入
せ
よ
と
の
主
張
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
唱
者
は
、
前
年
に
新
自
由
ク
ラ
ブ
か
ら
自
民
党
に
復
党

し
て
い
た
西
岡
武
夫
議
員
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

と
も
か
く
も
文
教
部
会
は
三
月
一
九
日
ま
で
に
特
別
措
置
法
案
要
綱
を
ま
と
め
、
石
橋
一
弥
部
会
長
名
で
衆
議
院
法
制
局
に
対
し
て
法
案

作
成
を
依
頼
し
た
。
一
方
、
政
府
省
庁
間
で
は
、
い
よ
い
よ
法
案
提
出
の
見
込
み
が
現
実
化
し
て
く
る
の
に
伴
い
、
い
わ
ば
最
後
の
戦
い
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
文
部
省
内
で
は
、
法
案
推
進
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
大
学
局
に
対
し
て
、
小
・
中
・
高
校
へ
の
波
及
を
危
慎

す
る
初
等
中
等
教
育
局
が
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
地
方
公
務
員
問
題
を
担
当
し
て
い
る
自
治
省
も
難
色
を
示
し
て
お
り
、
議

院
法
制
局
に
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

衆
議
院
法
制
局
で
は
、
参
議
院
法
制
局
案
お
よ
び
文
部
省
案
を
脱
み
合
わ
せ
な
が
ら
作
業
が
進
め
ら
れ
、

そ
れ
に
基
づ
き
三
月
三

O
日
の



文
教
部
会
と
文
教
制
度
調
査
会
の
合
同
会
議
で
法
案
要
綱
が
正
式
に
決
定
さ
れ
た
(
秦
野
議
員
も
出
席
し
て
い
る
)
。
そ
の
要
旨
は
、
学
長
、

学
部
長
な
ど
の
管
理
職
に
は
就
任
で
き
な
い
、
教
授
会
へ
の
参
加
お
よ
び
議
決
権
は
一
切
制
限
し
な
い
、
任
期
制
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
に

判
断
を
任
せ
る
こ
と
を
法
文
に
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
制
度
導
入
に
道
を
聞
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

任
期
制
の
問
題
は
、
法
案
形
成
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
族
議
員
の
影
響
を
良
く
表
し
て
い
る
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
人
教
員
に
任

日
本
人
教
員
を
含
め
全
大
学
教
員
に
任
期
制
を
導
入
し
た
い
と
い
う
西
岡
議
員
の
持
論
を
実
現
す
る
た
め
の
突

破
口
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
文
部
省
も
予
定
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
秦
野
議
員
も
不
平
等
で
あ
る
と
し
て
強
く
反
対
し

た
と
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
寸
文
教
六
人
衆
L

の
一
人
で
あ
り
、
自
民
党
政
務
調
査
会
の
総
括
担
当
副
会
長
で
も
あ
っ
た
西
岡
議
員
の
了
承

を
得
な
い
こ
と
に
は
法
案
が
党
内
審
査
を
パ
ス
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
や
む
な
く
、
前
述
の
よ
う
な
形
で
妥
協
が
図
ら
れ
た
の
で

の
説
明
に
よ
る
と
、
第
一
に
、
大
学
等
に
お

期
を
つ
け
る
と
い
う
の
は
、

あ
る
。
な
お
、
任
期
制
導
入
の
公
式
の
理
由
は
、
国
会
に
お
け
る
提
案
者
(
狩
野
明
男
議
員
)

け
る
国
際
交
流
は
、

外国人教員任用法の立案過程

一
定
の
研
究
目
標
や
研
究
計
画
が
定
め
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
に
は
年
限
を
切
っ
て
人
材
を

招
轄
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
を
か
え
っ
て
円
滑
化
で
き

る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
任
用
さ
れ
る
外
国
人
お
よ
び
そ
の
所
属
す
る
機
関
の
承
認
を
得
る
た
め
に
は
任
期
が
あ
っ
た
方
が
有
利
な

場
合
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
任
期
制
導
入
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
文
教
委
員
会
委
員
に
よ
る
京
都
大
学

で
の
意
見
聴
取
の
な
か
で
積
極
的
評
価
を
受
け
た
と
い
う
形
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
意
見
聴
取
先
と
し
て
ど
こ
を
選
ぶ
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

文
教
部
会
は
、
四
月
五
日
に
特
別
措
置
法
案
を
ま
と
め
、
六
日
の
政
務
調
査
会
審
議
会
に
上
げ
た
が
、
任
期
制
導
入
の
判
断
を
各
大
学
に

任
せ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
完
全
導
入
を
明
記
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が
出
た
た
め
、
こ
の
日
は
結
論
が
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

意
見
を
主
張
し
た
の
は
、
西
岡
議
員
が
了
承
済
と
聞
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
西
岡
議
員
に
近
い
政
審
委
員
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
結
局
、
石
橋
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説

で部
あ会
るB長
。の
説
得

よ
り
党
内
A 
J::1 

意
カま
得
ら
れB

つ
い
に
国
会
提
出
に
至
る
の

八
日
に
政
審
を
パ
ス
し
、
翌
九
日
に
党
総
務
会
を
パ
ス
し
て
、

論

提
出
者
は
、
石
橋
部
会
長
、
狩
野
座
長
の
ほ
か
、
文
教
族
の
西
岡
議
員
お
よ
び
三
塚
博
議
員
、
そ
し
て
中
村
喜
四
氏
郎
議
員
で
あ
る
。
法

案
は
九
日
に
衆
議
院
文
教
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
三
日
に
狩
野
議
員
に
よ
る
提
案
理
由
説
明
が
行
わ
れ
た
後
、
七
月
七
日
と
八
月
四
日
に

質
疑
、
そ
し
て
同
日
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
社
会
・
公
明
・
民
社
・
共
産
・
新
自
ク
各
党
か
ら
付
帯
決
議
動

議
が
提
案
さ
れ
、
こ
れ
も
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
決
議
の
内
容
は
、
管
理
職
へ
の
任
用
の
方
途
を
引
き
続
き
検
討
す
る

こ
と
、
任
期
制
に
つ
い
て
は
大
学
管
理
機
関
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
、
そ
し
て
、
任
用
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
条
件
整
備
に
努
め
る
こ
と
、

で
あ
る
。
付
帯
決
議
は
一
般
に
法
律
と
同
様
の
効
果
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
与
野
党
の
合
意
形
成
の
手
法
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
翌
五
日
に
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
日
に
参
議
院
文

教
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
石
橋
議
員
に
よ
る
提
案
理
由
説
明
の
後
、
一

O
日
に
質
疑
が
行
わ
れ
、
続
い
て
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
可
決
、

二

O
日
の
本
会
議
で
全
会
一
致
で
可
決
、
成
立
に
到
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
両
氏
の
ほ
か
、
桜
井
新
、
平
沼
魁
夫
、
野
上
徹
各
議
員
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
昭
和
五
七
年
一
月
四
日
付
司
朝
日
』
。

(3)
参
考
の
た
め
に
こ
の
法
案
の
全
文
を
掲
載
す
る
。

「
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
案
)
」

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
進
展
を
図
る
た
め
に
は
広
く
す
ぐ
れ
た
人
材
を
教
授
等
に
任
用
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
教
授
等
に
外
国
人
を
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
定
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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第
二
条
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
げ
る
教
育
又
は
研
究
の
進
展
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
外
国
人
(
日
本
の
国
籍
を

有
し
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
こ
れ
ら
の
大
学
の
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
(
以
下
寸
教
員
」
と
い
う
。
)
に
任
用
す
る
こ
と
が
で

長
芋
@
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
教
員
は
、
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
の
機
関
の
構
成
員
と
な

り
、
そ
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

一
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
会

二
大
学
の
運
営
に
関
与
す
る
合
議
制
の
機
関
で
あ
っ
て
文
部
省
令
で
定
め
る
も
の

3

第
一
項
の
規
定
は
、
国
立
大
学
に
お
い
て
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
の

契
約
に
よ
り
教
育
又
は
研
究
に
従
事
す
る
外
国
人
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
条
国
立
大
学
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
第
三
章
の
三
及
び
第
三
章
の
四
に
規
定
す
る
機
関
に
お
り
る
研
究
ま
た
は

教
育
の
進
展
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
外
国
人
を
国
立
大
学
の
教
員
に
相
当
す
る
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
又
は
こ
れ

ら
の
機
関
の
運
営
に
関
与
す
る
非
常
勤
の
職
員
で
あ
っ
て
文
部
省
令
で
定
め
る
も
の
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

付
則
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(4)
昭
和
五
七
年
二
月
二

O
日
付
『
朝
日
』
。
ち
な
み
に
、
大
学
局
が
後
押
し
し
、
党
が
中
心
と
な
っ
て
立
法
す
る
方
針
が
決
め
ら
れ
た
時
点
で
、
従

来
の
経
緯
に
照
ら
し
、
大
学
局
の
担
当
者
が
秦
野
議
員
の
了
解
を
得
て
い
る
。
平
成
元
年
九
月
二
四
日
に
行
っ
た
十
文
字
孝
夫
・
文
部
省
大
学
局

高
等
教
育
計
画
課
長
(
当
時
)
の
電
話
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

(
5
)
官
庁
速
報
昭
和
五
七
年
四
月
一
二
日
号
。
秦
野
氏
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(6)
十
文
字
氏
に
よ
る
と
、
初
等
中
等
教
育
局
に
対
し
て
は
、
合
衆
国
最
高
裁
の
〉
Bσ
白
門
町
〈
目

Z
O
円三
nww
主
H
C・ω・
2
2
2
3
判
決
を
引
用
し

て
、
初
等
中
等
教
育
と
大
学
は
区
別
で
き
る
こ
と
を
説
い
た
と
い
う
。
な
お
、
本
法
と
初
等
中
等
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

岡
崎
勝
彦
「
外
国
人
の
教
育
公
務
員
適
格
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
一
号
(
昭
五
八
)
二
一
九
頁
、
田
中
宏
「
外
国
人
の
教
育
公
務
員
資
格
、
そ
の
問
題

点
と
背
景
し
法
律
時
報
五
七
巻
五
号
(
昭
六

O
)
三
七
頁
、
同
寸
外
国
人
教
員
任
用
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
L

季
刊
教
育
法
四
六
号
(
昭
五
七
)
一

一O
頁。
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(
7
)
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
付
『
朝
日
』
。

(
8
)
前
掲
注
(
5
)
参
照
。
ま
た
、
喜
多
村
和
之
『
大
学
教
育
の
国
際
化
』
(
増
補
版
・
昭
六
二
)
八
一
-
|
八
六
頁
。
な
お
、
任
期
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
文
部
省
自
身
は
法
施
行
時
ま
で
は
基
準
を
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
本
法
制
定
後
に
大
学
局
の
メ
ン
バ
ー
が
執
筆
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
〔
宮
地
貫
一
(
編
)
『
今
日
の
大
学
運
営
』
(
昭
五
八
)
〕
に
お
い
て
も
、
任
期
を
定
め
ず
に
任
用
す
る
こ
と
も
違
法
で
は
な
い
と
し
、
定
め
る
場

合
に
は
個
々
の
大
学
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
任
期
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
(
同
書
四
三
八
|
四
O
頁
)
。
た
だ
、
同
時
に
外

国
人
教
員
の
在
留
期
聞
が
通
常
三
年
間
と
な
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
(
こ
こ
に
文
部
省
の
「
真
意
」
を
み
る
見
方
も
あ
る
。
徐
龍
達
「
外
国
人

教
員
任
用
法
の
機
能
と
課
題
L

桃
山
学
院
大
学
経
済
経
営
論
集
二
六
巻
二
号
(
昭
五
九
)
四
三
頁
、
七
O
頁
)
が
、
任
期
と
在
留
期
間
は
直
接
的

な
関
係
を
持
た
な
い
の
で
、
任
期
を
三
年
以
内
に
限
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
(
四
四
七
|
四
八
頁
)
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
本
法
に
よ

る
任
用
規
定
を
初
め
て
作
っ
た
京
都
大
学
は
任
期
を
三
年
と
定
め
、
多
く
の
大
学
が
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
秦
野
氏
に
よ

る
と
、
西
岡
議
員
は
、
当
初
か
ら
任
期
は
三
年
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
な
お
、
日
本
人
教
員
に
も
任
期
制
を
採
用
す
べ
き
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
会
質
疑
の
な
か
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
鍛
治
清
議
員
(
公
明
党
)
が
積
極
の
立
場
か
ら
、
栗
田
翠
議
員
(
社
会

党
)
が
消
極
の
立
場
か
ら
質
問
し
て
い
る
の
に
対
し
、
宮
地
大
学
局
長
、
石
橋
議
員
は
、
大
学
の
自
治
に
関
わ
る
基
本
的
な
問
題
な
の
で
、
そ
の

問
題
は
そ
れ
と
し
て
慎
重
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
答
弁
し
て
い
る
。
第
九
六
回
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
一
八
号
(
昭
和
五
七
年

八
月
四
日
)
一
O
|
二
頁
、
二
二
頁
。

(
9
)
猪
口
孝
・
岩
井
奉
信
『
「
族
議
員
L

の
研
究
』
(
昭
六
二
)
一
一
一
-
|
一
四
頁
。

(
刊
)
第
九
六
回
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
議
録
一
五
号
(
昭
和
五
七
年
八
月
一
O
日
)
七
|
八
頁

(
日
)
第
九
六
回
国
会
衆
議
院
文
教
委
員
会
議
録
一
八
号
(
昭
和
五
七
年
八
月
四
日
)
一

i
二
頁
。
ま
た
、
狩
野
議
員
も
地
元
の
埼
玉
大
学
で
の
話
し

合
い
の
な
か
で
も
積
極
的
意
見
を
聞
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
二
二
頁
。
ち
な
み
に
、
京
都
大
学
法
学
部
長
で
あ
っ
た
道
田
信
一
郎
教
授
は
、
制

定
後
の
論
稿
で
、
任
期
制
は
有
効
な
規
定
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
道
田
「
外
国
人
教
員
任
用
法
と
今
後
の
外
国
人
教
員
の
任
用
」
大
学
と
学

生
一
九
七
号
(
昭
五
七
)
九
頁
、
一
二

l
一
四
頁
。

(
ロ
)
昭
和
五
七
年
四
月
六
日
付
『
朝
日
』
。

(
日
)
昭
和
五
七
年
四
月
七
日
付
『
朝
日
』
。

(M)
官
庁
速
報
・
前
掲
注
(
5
)
。

論
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(
日
)
自
民
党
の
党
内
機
構
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
司
自
民
党
政
権
』
(
昭
六
二
、

同
寸
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
の
役
割
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
五
号
(
昭
五
九
)
四
六
頁
。

(
日
)
浅
野
一
郎
(
編
)
『
国
会
事
典
』
(
昭
六
一
ニ
)
一
一
一
五
|
一
七
頁
。

村
川
一
郎
『
日
本
の
政
策
決
定
過
程
』
(
昭
六

O
)
、

四

結

び

外
国
人
教
員
任
用
法
の
法
案
作
成
過
程
に
つ
い
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
、
主
た
る
推
進
者
と
し
て
秦
野

議
員
と
文
部
省
大
学
局
お
よ
び
大
学
教
員
懇
を
中
心
と
す
る
人
々
が
お
り
、
一
方
、
干
渉
者
と
し
て
内
閣
法
制
局
、
文
部
省
初
等
中
等
教
育

局
お
よ
び
自
治
省
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
案
形
成
は
、
秦
野
日
参
議
院
法
制
局
と
文
部
省
大
学
局
が
各
々
独
自
に

並
行
し
て
作
業
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
折
々
の
政
治
状
況
に
応
じ
て
、
い
ず
れ
か
の
動
き
が
表
面
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

推
進
者
の
な
か
で
も
、
立
案
の
動
機
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
主
と
し
て
優
秀
な
外
国
人
教
授
の
導
入
を
通
じ
て
大
学
の
活
性
化
を
図
ろ

外国人教員任用法の立案過程

う
と
す
る
秦
野
議
員
と
、
よ
り
一
般
的
に
学
術
の
国
際
交
流
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
大
学
局
と
で
は
、
同
一
で
は
な
い
ま
で
も
重
な
り
合
う

こ
と
は
多
か
っ
た
が
、
定
住
外
国
人
・
ア
ジ
ア
人
教
員
の
任
用
促
進
を
求
め
る
大
学
教
員
懇
の
立
場
は
、
と
も
す
れ
ば
欧
米
に
傾
斜
し
か
ね

な
い
前
二
者
の
立
場
と
微
妙
な
ず
れ
を
み
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
行
動
の
範
囲
と
し
て
も
、
政
府
の
機
関
と
し
て
統
一
的

法
解
釈
の
枠
に
縛
ら
れ
る
文
部
省
と
、
よ
り
自
由
な
立
場
に
立
つ
議
員
と
で
違
い
が
出
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
干
渉
者
も
、
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
し
を
守
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
が
、
主
と
し
て
「
法
理
」
そ
の
も
の
な
い

し
法
解
釈
の
統
一
性
自
体
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
内
閣
法
制
局
と
、
そ
れ
に
例
外
を
設
け
る
こ
と
が
他
に
及
ぽ
す
実
際
的
影
響
を
危
慎
す
る

文
部
省
初
中
局
と
の
違
い
は
あ
り
、

と
く
に
後
者
は
、
議
員
立
法
と
し
て
国
会
に
上
程
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、

ま
た
審
議
に
入
っ
て
か
ら
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も
、
影
響
を
最
小
限
に
す
る
努
力
を
続
け
た
の
で
あ
る
。

三A
函岡

つ
ぎ
に
、
議
員
立
法
の
事
例
と
し
て
の
本
法
案
形
成
過
程
全
体
を
従
来
の
類
型
論
に
即
し
て
み
る
と
す
る
と
、
個
人
型
議
員
立
法
と
し
て

の
側
面
と
準
政
府
立
法
型
・
権
限
調
整
型
議
員
立
法
と
し
て
の
側
面
を
併
せ
持
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
法
案
形

成
過
程
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
大
き
く
分
け
て
つ
ぎ
の
二
点
に
整
理
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
日
一
は
政
府
提
出
と

な
っ
た
法
案
が
最
終
的
に
議
員
立
法
と
さ
れ
た
点
に
関
わ
る
が
、
こ
れ
は
、
実
体
的
に
い
っ
て
政
府
が
扱
う
と
な
る
と
対
象
が
広
汎
に
な
ら

ざ
る
を
え
ず
、
調
整
に
て
ま
ど
る
場
合
、
そ
し
て
/
ま
た
は
、
従
来
の
法
解
釈
に
実
質
的
な
影
響
が
で
る
場
合
、
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
調

整
の
た
め
の
猶
予
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
対
象
を
限
定
し
や
す
く
、
統
一
的
法
解
釈
に
縛
ら
れ
る
程
度
が
低
い
と
い
う
議
員
立
法

の
特
質
が
活
か
さ
れ
た
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
議
員
の
側
の
問
題
で
あ
る
が
、
国
会
関
係
法
案
の
よ
う
に
問
題
の

性
質
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
政
党
の
政
策
に
基
づ
い
て
、
い
わ
ば
議
員
個
人
は
ダ
ミ
!
と
し
て
行
動
す
る
場
合
は
別
論
と
し
て
、
議
員
が
主

体
的
に
立
法
の
た
め
に
動
く
の
は
、
特
定
の
業
界
な
い
し
団
体
の
利
益
に
な
り
、
ま
た
は
地
元
地
域
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
通
じ
て
、
何
ら

か
の
形
で
「
票
L

に
つ
な
が
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
「
票
」
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
問
題
は
、
特
別
の
信
念
な
い
し

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
持
つ
議
員
が
い
な
い
と
な
か
な
か
実
質
的
な
法
案
形
成
が
始
ま
ら
ず
、
ま
た
持
続
し
が
た
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
例
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)
参
照
、
田
口
迫
「
議
員
提
出
法
律
案
の
立
案
過
程
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
五
号
(
昭
五
九
)
三
四
頁
、
三
六
三
七
頁
。

(2)
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
野
党
議
員
の
実
質
的
な
動
き
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
大
学
教
員
懇
で
は
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
民
社
党
、
社
会
党
等
の
議
員
に
も
接
触
し
て
い
る
が
、
野
党
議
員
か
ら
議
院
法
制
局
に
対
す
る
法

案
作
成
依
頼
や
文
部
省
に
対
す
る
働
き
か
け
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
た
ん
に
折
々
に
法
案
内
容
に
関
す
る
質
問
が
あ
っ
た
に
と
ど
ま
る
よ
う

北法40(5-6・ト386)1528



で
あ
る
。

本
稿
は
、
昭
和
六
三
年

i
平
成
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
総
合
研
究
A
「
法
律
制
定
に
お
け
る
国
会
議
員
の
役
割
L
)

に

よ
る
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
注
記
し
た
方
々
の
他
に
も
、
参
議
院
法
制
局
第
三
部
第

一
課
長
の
石
村
健
氏
、
衆
議
院
法
制
局
調
査
課
長
の
高
橋
拘
氏
を
は
じ
め
と
す
る
方
々
に
資
料
提
供
等
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

※ 

外国人教員任用法の立案過程
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Contents: 

1 Introduction 

2 Background 

(1) Legal Status of Foreign Teachers before the Law 

(2) Movement toward the Law 

3 Drafting Proc巴ssand Diet Debate 

(1) First Stage: 84th Session of the Diet (1978) 

(2) Second Stage: 87th Session (1979) 

(3) Third Stage: 1979-1981 

(4) Final Stage: 96th Session (1982) 

4 Concluding Remarks 

At the 96th Session of the Diet in 1982， the Law was passed. It is 

significant in opening the door to foreign nationals to be appointed as 

faculty members at national and public univ巴rsitiesin Japan. Its purpose 

is said to further the development of teaching and research activities at 

universities and other equivalent national research institutions as well as 

to promote international exchange in academic fields. In the past， the 

government insisted that it was legally impossible for foreign nationals to 

be appointed as professors， associate professors or lecturers at J apanese 

national and public universities. Accordingly foreign nationals serving at 

these institutions， mostly engaged in the teaching of foreign languages， 

were only accepted by contract of service on an individual basis 

• Associate Professor of Law， Hokkaido University of Education， Sapporo. 
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This articIe analyses the drafting process of the bi11 which was 

eventually initiated by LDP members through relevant publications such 

as the Diet Records and newspapers， and interviews with a Diet member， 

government officials and members of the Diet Legislation Service. In so 

doing， it focuses on why and how a politician tackles an issue which has 

almost nothing to do with attracting votes for reelection. 

北法40(5-6・1・735)1877 IV 


